
議案第８７号 

 

   字の区域及び名称の変更について 

 

向日市森本東部地区土地区画整理事業の施行に伴い、次のとおり字の区

域及び名称を変更する。 

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規

定により、議会の議決を求める。 

なお、この字の区域及び名称の変更は、土地区画整理法（昭和２９年法

律第１１９号）第１０３条第４項の規定による換地処分の公告のあった日

の翌日から効力を生ずる。 

 

  令和５年１１月２４日提出 

 

               向日市長 安 田  守    

 



次の表の右欄に掲げる土地並びにその土地に隣接・介在する道路及び水路を同表の

左欄に掲げる字に変更する。 

変更後 変更前 

大字 小字 大字 小字 地   番 

ニデック

パーク
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森本町
 

 

 

 

 

 

 

 

竹図子 

 

 

 

 

 

 

 

１の１から１の３まで、２の一部、３

の一部、４の一部、４の１、５、５の

１、５の２、６から１０まで、１０の

１、１１、１２、１２の１、１３の一

部、１４の１の一部、１５の１の一部、

１６の一部、１７の２の一部、１８の

１の一部、１８の２の一部、１８の３、

１９の１の一部、１９の２、１９の３ 

上町田 １５の一部、１６の１の一部、１６の

２の一部、１７の一部、１８の一部、

１９の一部、２０の１、２０の２、２

０の３の一部、２１の１、２１の２の

一部、２１の３の一部、２１の４、２

２の一部、２３の一部、２４の一部、

２５の一部、２６の３の一部 

 下町田 １、１の１、２の１、２の２、３の１

から３の４まで、４の１、４の２、５、

６、７の１の一部、７の２、８の一部、

９の一部、１０の一部、１１の一部、

１２の一部、１７の２の一部、１８の

１の一部、１９の１の一部、２０、２

１、２１の１、２２、２２の１、２２

の２、２３の一部、２３の１、２４の

１の一部、２５の一部、３１の１、３
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１の２、３１の３、３１の４、３２、

３３の１、３３の２の一部、４０、４

２、４３ 

 森本町 

   

 野田 

 

 森本町 

  

竹図子 

 

２の一部、３の一部、４の一部、１９

の１の一部 

上町田 ２７の３の一部、２７の４、３３の１

の一部、３４の１、３４の２の一部 

 竹図子  戌亥 １２の５、１２の６、１３の２、１４

の２、１５の２、１６の２、１７の２、

１８の２、１９の２、２０の２ 

 上町田 野田 

 

２３の２の一部、２５の１の一部、２

５の２ 

 春日井 下町田 ７の１の一部、８の一部、９の一部、

１０の一部、１１の一部、１２の一部、

１３の一部、１４の一部、１５の一部、

１６の１の一部、１６の２の一部 

東ノ口 ４０の１の一部、４０の２の一部 

 下町田 東ノ口 ２８の２、２９の２、３１の２、３９

の２、４０の１の一部、４０の２の一

部 

佃 ２の３、２の４ 

備考 上記の土地の地番は、令和５年９月１９日現在のものである。 
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